
 

 

 

 

 

 
 

【土地・住宅税制（所得税・登録免許税・印紙税）】《「令和 2 年度税制改正大綱」Ｐ33～34、27～28、29、50、52》 
改 正 案 

１．国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例【創設】 
(1)個人が令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合に、その年分の不動産所得 の

金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償

却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用において生じなかったものとみなされる。 
(注1)「国外中古建物」とは、個人において使用され又は法人において事業の用に供された国外にある建物であって、個

人が取得してその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、不動産所得の金額の計算上その建物の償

却費として必要経費に算入する額を計算する際の耐用年数を、次の方法により算定しているものをいう。 
①法定耐用年数の全部を経過した資産について、その法定耐用年数の20％に相当する年数を耐用年数とする方法。 
②法定耐用年数の一部を経過した資産について、その資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の

20％に相当する年数を加算した年数を耐用年数とする方法。 
③その用に供した時以後の使用可能期間の年数を耐用年数とする方法(使用可能期間の年数が適切であることを証する

一定の書類の添付がある場合を除く)。 
(注2)「国外不動産所得の損失の金額」とは、不動産所得の金額の計算上生じた国外中古建物の貸付けによる損失の金額

(その国外中古建物以外の国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額がある場合は、その損失の金額をその国

外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額)をいう。 
(2)上記(1)の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上、その取得費から控除する償却

費の額の累計額からは、上記(1)によりなかったものとみなされた償却費に相当する部分の金額が除かれる。 
２．配偶者居住権の消滅等に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費【整備】 

(1)配偶者居住権及び又は配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を配偶者居住権に基づき

使用する権利(以下「配偶者敷地利用権」)が消滅等し、その消滅等に係る対価の支払を受ける場合には、その対価の額

に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、次の算式により計算される。 
(算式)被相続人に係る配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供される土地等(以下「居住建物

等」)の取得費*1×配偶者居住権等割合*2-配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額 
＊1 建物の取得費については、その取得の日からその消滅等の日までの期間に係る減価の額を控除する。 
＊2 配偶者居住権等割合＝その配偶者居住権の設定時における配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の価額に相当す

る金額÷居住建物等の価額に相当する金額 
(2)相続により居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権及び配偶者敷地利用権が消滅する前にその居住建物等を譲

渡した場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その居住建物等の取得費から配偶者居住権又は配偶

者敷地利用権の取得費を控除した金額とされる。 
(注)上記の居住建物等のうち建物の取得費については、その取得の日から譲渡の日までの期間に係る減価の額を控除  

することとし、上記の配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の取得費については、その配偶者居住権の設定の日から譲渡

の日までの期間に係る減価の額を控除する。 
３．居住用財産の譲渡に係る譲渡所得の特例【適用期限の延長・見直し】 

(1)①特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例、②居住用財産の買換え等の場合の譲渡損

失の繰越控除等及び③特定居住用財産の讓渡損失の繰越控除等の適用期限が、それぞれ2年延長される。 
(2)住宅の取得等をした家屋(以下「新規住宅」)をその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日のする年から3
年目に該当する年中に新規住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡(以下「従前住宅等の譲渡」)
をした場合に、その者が従前住宅等の譲渡につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について、所得税の

住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができない。 
  ①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 
  ②居住用財産の譲渡所得の特別控除 
  ③特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期渡所得の課税の特例 
  ④既成市街地等内の土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 
 (注)上記の改正は、令和2年4月1日以後に従前住宅等の譲渡をする場合について適用される。 
４．登録免許税・印紙税の特例【適用期限の延長】 

(1)住宅用家屋の所有権保存登記等に係る登録免許税の税率の特例の適用期限が、令和4年3月31日まで2年延長される。 
(2)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例の適用期限が、令和4年3月31日まで2年延長される。 

速報！令和 2年度税制改正案 
～大綱に盛り込まれた資産課税を中心とする改正案の主な内容は以下のとおり～(担当：山崎 信義) 
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【消費税】《令和 2 年度税制改正大綱」Ｐ84～85、82》 
改 正 案 

１．居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等【見直し】 
(1)住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの(以下「居住用賃貸
建物」)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用が認められない。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の
貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とされる。 

(注）高額特定資産とは一取引単位につき支払対価の額が税抜 1,000 万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいう。 
(2)上記(1)により仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入れの日から同日の
属する課税期間の初日以後 3 年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸付けの用に供
した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を、
その課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整が行われる。 

２．住宅の貸付けに係る消費税の非課税【見直し】 
  契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、その貸付けの用に供する建物の状況等から

人の居住の用に供することが明らかな貸付けについては、消費税は非課税とされる。 
３．高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度【見直し】 
  適用を制限する措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚資

産に係る消費税額の調整措置(以下「棚卸卸産の調整措置」)の適用を受けた場合が追加される。 
 (注)上記１の改正は令和 2年 10月 1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について、上記２の改正は同年4 月

1 日以後に行われる貸付けについて、上記３の改正は同日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合について、そ
れぞれ適用される。ただし上記１の改正は、同年 3 月 31 日までに締結した契約に基づき同年 10 月 1 日以後に居住用
賃貸建物の仕入れを行った場合には、適用されない。 

４．法人に係る消費税の申告期限の特例【創設】 
法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届
出書を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税
の確定申告書の提出期限が 1 ヶ月延長される。 

 (注)上記 4の改正は、令和 3年 3月 31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用される。なお上記提
出期限が延長された期間の消費税の納付は、その延長された期間に係る利子税を併せて納付する必要がある。 

【その他 (法人税・相続税・贈与税・国外財産調書等)】《「令和 2 年度税制改正大綱」Ｐ76、50、94～96、93》 
改 正 案 

１. 法人の長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えの特例【適用期限の延長・見直し】 
買換資産から鉄道事業用車両運搬具を除外し、所要の経過措置が講じられた上で、その適用期限が令和5年3月31日ま
で3年延長される。 

２．医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等【適用期限の延長】 
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、医業継続に係る相続

税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限が令和 5年 9月 30日まで 3年延長される。 
３．国外財産調書制度等【見直し等】 

(1)相続国外財産に係る相続直後の国外財産調書への記載の見直し等 
  相続開始年の 12 月 31 日においてその有する国外財産に係る国外財産調書については、その相続又は遺贈により取

得した国外財産（以下「相続国外財産」）を記載しないで提出することができる。この場合において、国外財産調書

の提出義務については、国外財産の価額の合計額からその相続国外財産の価額の合計額を除外して判定する。 
  なお上記の取扱いは、財産債務調書における相続又は遺贈により取得した財産（以下「相続財産」）も同様とされる。 
（注）上記の改正は、令和 2 年分以後の国外財産調書又は財産債務調書について適用される。 
(2)国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の見直し 

  ①国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置（以下「加算税の加重措置」）の適用対象に、相

続国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合が追加される。 
  ②その年の 12 月 31 日において相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がなく、提出期限内に国外財産調書

の提出がない場合や、国外財産調書に記載すべき相続国外財産の記載がない場合（記載不備を含む）には、原則

として加算税の加重措置は適用されない。（財産債務調書における相続財産についても同様とされる）。 
(3)国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示等がない場合の加算税の軽減・加重措置の特例の創設 
国外財産を有する者が、国税庁職員から国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分等に係る書類のうち、そ

の者が通常保存し、又は取得することができると認められるものの提示又は提出を求められた場合において、その提示等を

求められた日から一定の日までにその提示等をしなかったときは、原則として①その国外財産に係る加算税の軽減措置は適

用せず、②その国外財産に係る加算税の加重措置については、その加算する割合が10%*（適用前加算割合：5%）とされる。 
*上記(2)②に該当する場合には、その加算する割合が 5%（適用前加算割合：なし）とされる。 

（注）上記の改正は、令和 2 年分以後の所得税又は令和 2年 4月 1日以後に相続若しくは遺贈により取得する財産に係 
る相続税について適用される。  

４．納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化【見直し】 
個人が令和 3 年 1 月 1 日以後に提出する納税地の異動届出書等について、「振替納税を行う個人が他の税務署管内へ

納税地を異動した場合には、異動後も従前の金融機関の口座から振替納税を行う」旨をその異動届出書等に記載した

ときは、異動後の所轄税務署長に対してする申告等について振替納税を引き続き行うことが可能とされる。 

 


